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用語「職業訓練」の生成と混成の課題
－概念と目的の変容過程における「職業訓練法」の制定－

田中 萬年（元職業能力開発総合大学校）

概要：1958(昭和 33)年に公布された「職業訓練法」以前は公共機関では「職業補導」が、企業の事業所では「技能者

養成」が使用されており、「職業訓練」の用語は同法制定以降に社会に普及したと言える。ただ、「職業訓練」の用語

が突然に法令に利用されることはないと言える。また、戦後当初、ＧＨＱ職員は"Vocational Training"を使用していたは

ずである。そこで、「職業訓練法」成立までの用語の状況を整理した。その結果、日本の「職業訓練」の概念は次々に

変容して混成し、"Voational Training"の国際的概念とは輻輳しており、国際化のための再編が必要だと言える。

キーワード：職業補導／技能者養成／職業訓練に関する勧告／労働課便覧／学校教育との重複の廃除

問題－論点の錯綜

「職業訓練」の用語は今日では社会に一般化している。

しかし、「職業訓練」を使用する人、立場により、その

概念は多様である。そのため、職業訓練をめぐる議論が

相互に錯綜している場合がある。ここには、「教育」の

研究１）に比し「職業訓練」の考察が進んでいない２）こと

に一因があると思われる。

そのことに関し、かって山崎昌甫は「『訓練』を教育

より低くあるいは狭く考える立場がある」ことを懸念し、

特に「訓練」概念に関してはヘルバルトによりながら「教

育」より上位概念であることを説いていた（丸山）との

ことである。

上の山崎の指摘に関連する説として、『新明解国語辞

典』の次のような定義がある。

【教育】一般的な（その方面の）知識や技能の修得や

社会人としての人間形成などを目的として行われる訓

練。（狭義では学校で行われるものを指す）。（－の義

務化／－水準が高い地域／－家）

つまり、『新明解国語辞典』は、“教育は訓練である”

としており、"education"の観念にも通じる定義と言える。

また、『日本国語大辞典』（以下『大辞典』と言う）

は｢職業訓練｣を次のように定義している。

労働者または労働者になろうとする者に職業上必要な

技能を身につけさせること。公共職業訓練・事業内職

業訓練のほか、広義には学校教育までこれに含まれる。

職業補導。

しかし、この様な職業訓練が学校教育を含むと言う観

念はわが国には無く、一般の日本人の理解とは異なるが、

この説の典拠は記していない。

「職業訓練」の観念が不明確である実情について佐々

木輝雄（1983）は次のように述べていた。

「職業訓練とは何か？」。……例えば、「職業訓練」

の用語は日本において、何時頃出現したのであろうか。

その頃の職業訓練はどのような形式と内容をとってい

たのであろうか。又その制度と「近代学校制度」との

関連は？、等々である。

また、佐々木享（2006）は、「職業訓練法制定以前に

『職業訓練』ということばが使われることはなかった。

その意味で職業訓練法の制定が学界に与えたインパクト

は大きかった」と述懐している。そして佐々木享（2009）

は「職業訓練」は「官庁が創りだした用語としてはおそ

らく類まれな傑作の一つだと筆者は考えている」と述べ

ている。

この佐々木の主張を繙けば、「官庁」とは、「職業訓

練法」を制定した当時の労働省を意味している。ただ、

「創りだした」とは何時の時点を指しているのかは明確

ではないが、「職業訓練法」が成立する以前の職業訓練

は公共では「職業補導」であり、民間事業所では「技能

者養成」または「徒弟制度」３）が使用されていたので、

「職業訓練法」が制定された 1958年を意味している。

本報告では、先ず佐々木享の「官庁が創りだした」に
．．．．．

注目し、佐々木輝雄が問題にしているどのように「出現

した」のかの過程を解明する。つまり、「職業訓練」の

用語が「職業訓練法」に突然に明記されたのではなく、

それ以前から様々な社会的な状況で使用されていたと推

測されるからである。

その前に、佐々木輝雄が問うていた「近代学校制度」

との関連も課題４）となる。例えば、「職業訓練法」以前

の技能者養成や公共職業補導への進路指導を日本教職員

組合の教育研究集会は推奨し（田中：1996）、また教育

界は公共職業訓練書の設置を要望した５）が、「職業訓練

法」制定後にはネガティブな評価が強まった。この理由
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は、後述のように「職業訓練法」に対する日本教職員組

合の批判が大きく影響したと思われる。

戦後の景気回復を背景に、技能者養成工の定時制高校

への進学が増え、産業界の要望に応え「学校教育法」を

改正して高校と職業訓練等との「技能連携制度」が整備

された（村上有慶）。この連携制度に、日本教職員組合

（1958：p.4）は「問題を多くはらんでいる」としなが

らも、「公式論で技能者養成との連携を否定するのは問

題がある」としていた。しかし、後には６･３･３の学校

制度が「民主的」として「高校全入」運動を推進し、（養

成）職業訓練や「連携教育」等は「差別体制化」であり、

それらは「資本の要望する…姿」であるとして批判した

（日本教職員組合：1966：p.127-175）。

「高校全入」運動は国民的協調を得て高校進学率は向

上した。その運動と連動して社会に「職業訓練」忌避観

が社会に浸潤したと言える。この問題について、総評調

査部（224-5）は日教組をはじめとした労働組合等の「高

校全入」運動が「職業訓練政策の確立を意図しながら、

実際には逆に職業訓練の位置づけをまったくしていない

結果になってしまっていた」と自己批判した。ただ、そ

の理由を「『職業訓練』の概念が十分確立されていない

ということである」と概念の問題に転嫁していた。

問題は、実態としての職業訓練には「職業訓練法」制

定前後に変化は無いにもかかわらず評価が反転している

のである。このような錯綜を客観的にどのように解釈す

るか、という課題を繙く観点を本論は明らかにしたい。

それは細谷俊夫が「職業訓練と職業教育とを峻別するこ

とが現実に即さないものであることは、いろいろな場面

に現われてきている。」と述べていた一側面の解明にな

ると考える。

この解明によって、今日使用され、社会的にも普及が

進んでいる「職業訓練」の認識も深まるものと考える。

つまり、現下の「職業能力開発促進法」でも業務の中核

は職業訓練であり６）、この課題を考察する核心が戦後の

「職業訓練」用語の変容の中にあると考えるからである。

なお、職業訓練への批判として「訓練」を「犬の訓練

みたい」との揶揄が吐露されるが、これは「訓練する」

を他動詞として見たときの批判であり、「訓練する」に

は自動詞もある側面が看過されている。近年では企業に

おいても"self training"が重視されていることを見なけれ

ばならない７）。

１．「職業訓練」の前史

1－ 1 「職業訓練」の要素語

ところで、「職業訓練」は複合語なので、先ずそれぞ

れの要素語の使用と定義を見てみよう。

「職業」を『言海』では「ツトメ。ナリハヒ。家業。」

としていた。『大辞典』によると、最初の典拠としては

「太閤記」（1625）が挙げられているが、一般的に社会

で使用されたのは明治以降のようである。その例に「吾

輩は猫である」（p.1905-6）が挙げられている。

また、「訓練」の使用は「音訓新聞字引」（1876）に上

がっているが、『言海』では項目として未だ上がってい

ない。そして、一般化した頃として『大辞典』では「吾

輩は猫である」が上がっている。『辞苑』では「①をし

えならすこと。②くんいく(訓育)。」としていた。

ちなみに、『広辞苑』では「訓練」は初版にもあった

が、第 2版では「①教えならすこと。②一定の目標に到

達させるための実践的教育活動。訓育･徳育と同義にも

用い、また技術的・身体的な場合にも用いる。③動物に

も或る学習を行わせるための組織的手続。褒賞または罰

を用いるのが普通。」としていた。特に②で「実践的教

育活動。訓育･徳育と同義にも用い」るとしていた。

この「訓練」が職業と関連付けられて用いられたのは、

肉体労働と精神訓練を課すために 1936 年に設立された

失業者更生訓練施設であった。戦後は精神訓練はないが、

失業者更生訓練施設に似た失業者特別指導訓練が 1954

年に設定された。これらは職業訓練の一環であった（田

中：1986、p.67, 247）が、用語としての「職業訓練」は

使用していない。

また、日本経営者団体連盟（1949：p.1）は昭和 23年 10

月 28 日「第一回日経連失業対策意見」として「生産的

職場開発による雇用拡大並びに技能再訓練等による失業

緩和方策」や、昭和 25 年 5 月 9 日「新労務管理に関す

る見解」で「従業員の教育訓練について」を意見具申し

ており（1951：p.74）、産業界では「訓練」を用いた用

語が通用していたと言える。

1－２ "vocational training"の創造
それでは"Vocational Training"はどのように創られたの

かを見てみよう。『OXFORD』辞書の"vocational"の項に

次のような説明がある。

1910 Proc. IST Congr, National Conservation 164 In
conclusion.. the remedies:.. Vocational training in high
schools.

『OXFORD』は"vocational training"は 1910年に高校改

革の対策の一つとして用いたとしている８）。

因みに、世界で普及し、版も多い『WEBSTER』の 1939

年版では、"vocational"の項に"vocational education"ととも

に"vocational training"が項目のみ記されている。しかし、
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この後の初期の辞書に必ずしも"vocational training"があ

るわけではない。

２．「ＩＬＯ語」の出現と展開

２－ 1 "Vocational Training"の定義化

「職業訓練」の使用は戦前にあった。それは 1939 年

のＩＬＯ（国際労働機関）の"Recommendation concerning

Vocational Training"の訳として『労働時報』に掲載され

た「職業訓練ニ関スル勧告」である９）。訳の定義は次の

ようであった。

（イ）「職業訓練」トハ技術的又ハ職業的知識ガ得ラ

ルベキ又ハ増進セラルベキ一種ノ訓練ヲ謂フ尤モ訓

練ガ学校ニ於テ施サルルト作業場ニ於テ施サルルト

ヲ問ハズ

（ロ）「技術教育及職業教育」トハ職業訓練ノ為学校

ニ於テ施サルル理論的及実地的教育－学級ヲ問ハズ

－ヲ謂フ

（ハ）「徒弟制度」トハ使用者ガ契約ニ依リ年少者ヲ

雇傭シ且予メ定メラレタル期間及徒弟ガ使用者ノ為

ニ労働スル義務アル期間職業ノ為組織的ニ右年少者

ヲ訓練シ又ハ訓練セシムル制度ヲ謂フ

上の定義が「ＩＬＯ語」の始まりである。この定義は

職業に関する教育訓練を「すべての訓練方法」として学

校における活動等も含めて幅広く捉えている。この「職

業訓練」がわが国政府が用語として公表した初出と言え

る。ここで、本論では"vocational training"は「職業訓練」

と同義とする。

しかし当時、直前に制定された「工場事業場技能者養

成令」による企業内訓練と「職業紹介法」による公共職

業補導が展開されていたが、これらとの関連についての

解説はなかった。この時点で、関係者が "Vocational

Training"を「職業訓練」と訳したことは、わが国で使用

されていた用語とは異なっており、画期的であった。

ただ多くはないが、現場では「職業訓練」が使用され
ていたようである。例えば、『内外労働週報』は「東京
国民職業指導所に於ては本年夏男子中等学校生徒の職業

訓練を行ひ、一般中等学校生徒の勤労資質の向上に資す

るところがあった。」として、「職業訓練実施概要を紹

介する」としていた。

ところで、ＩＬＯ勧告の"Vocational Training"の「訓練

ガ学校ニ於テ施サルルト……ヲ問ハズ」との定義とオッ

クスフォード辞書の概念にはニュアンスに違いがあるよ

うだが、ＩＬＯ語の定義が全く根拠が無いことことでは

ないことが分かる。日本でも「職業訓練」が最初に学校

生徒の活動に使われていたのは奇遇だと言える。

２－ 2 「ＩＬＯ語」の展開

ＩＬＯの戦前の定義は戦後も生きている。ただ、勧告

等は発展する。

ＩＬＯは 1949年 9月 12日、アジア諸国を集めシンガ

ポールにて「ＩＬＯ職業補導会議」を開き、「技術補導

の発展とその一般的組織」等を 2週間にわたり議論した

と東京支局は紹介している（『ILO時報』1949年 11月）。

しかし、国際的に「職業補導」の用語はなく、日本側の

意訳であろう。「職業補導」とは、英語表記では

"Vocational Training"であろう。

また、ＩＬＯは 1950 年 9 月に勧告第 88 号として

"Vocational Training (Adults) Recommendation"を制定し

た。これは『ＩＬＯ条約・勧告集』（p.580-596）では「身

体障害者を含む成年者の職業訓練に関する勧告」とのタ

イトルで紹介されている。同勧告は「『職業訓練』とい

う場合には、技術的、職業的又は監督的知識又は技能を

習得し又は啓発することができる雇用のためのあらゆる

形式の訓練であって、その訓練が企業内で行なわれると

企業外で行われるとを問わないものとし、且つ再訓練を

含むものとする。」とした。この定義も、根本的には戦

前の勧告の観念を継承している。

ただ、『ILO』（昭和 25 年 9 月）は「職業補導特輯」

号に、上の勧告案について「第 33 回国際労働総会にお

ける成人職業補導勧告案の作成」として、タイトルに「職

業補導」を用いていた。また、イギリス、ベルギー、オ

ランダそしてフランスの「職業補導」について紹介して

いる。例えばイギリスの「職業補導」とは 2～ 3年制の

見習い工の教育制度のことである。このように、わが国

ではこの段階では「職業訓練」や「徒弟制度」の用語は

使わず、「職業補導」としていたのである。

このように、当時は"vocational training"をわが国では

「職業補導」と表現していたが、概念としては国際的な

「職業訓練」を示していた。

その後も、ＩＬＯは 1953 年に「年少労働者の保護と

職業準備に関する条約」を、1956 年に「農業における

職業訓練に関する勧告」を次々に採択した。そしてＩＬ

Ｏは戦後に発出した関連する勧告を統合して、新たに「職

業訓練に関する勧告」を 1962 年に勧告した。この勧告

は冒頭で次のように宣言している（p.607）。

この勧告は、経済活動のあらゆる分野における雇用

(最初のものであると否とを問わない。)又は昇進のた

めの準備又は再訓練を目的とするすべての訓練(この

目的のために必要とされる一般的、職業的及び技術的

教育を含む。)について適用する。

上のように、より幅広く定義したが、この時点では管
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理者、船員、及び農業の特別な分野の訓練については対

象から除外した。

同年、ユネスコ（1962）も「技術・職業教育に関する

勧告」を採択し、「国際労働機関の総会が、その第 46回

会期において、職業訓練に関する勧告を採択したことに

注意し」、「職業的訓練を与えるために学校またはその

他の教育機関で提供されるすべての形態の教育に適用さ

れる。」とした。

以上のように、ＩＬＯとユネスコの勧告が「職業訓練」

の定義に関する国際的な共通認識だった。これらは何れ

も、学校教育は職業訓練のためとしており、ここに世界

に於ける"Education"と"Training"の関係を読み取ること

ができる。これらの定義のように、職業訓練の為に学校

で行う教育としていることは、戦前のＩＬＯの勧告の「職

業訓練」の定義から発展していることが分かる。

日本のＩＬＯ復帰は 1951 年 11 月の第 34 回 ILO 総会

で承認された。以後、ＩＬＯとの連携はさらに緊密にな

る。わが国政府・行政では「職業訓練に関する勧告」が

注目されたであろう。

３．「命令語」としての使用

ＩＬＯの勧告を「職業訓練ニ関スル勧告」と訳したよ

うに、戦前から政府内では「職業訓練」が使用されてい

た。法律を除いた「法令」を「命令」というが、各種の

命令に用語として「職業訓練」が使用される。

その嚆矢は、昭和 17年 11月 1日の「厚生省官制改正」

(勅令第 760号)における「職業補導及職業訓練ニ関スル

事項」の規定である。この「職業訓練」の実態の解説は

無いが、当時設立が勧奨されていた各種の勤労訓練所を

意味していたと推察される。

戦後も「命令語」の使用は引き継がれる。昭和 20年 10

月 31 日の「厚生省分課規程中改正」は、勤労局に補導

課を置き、職業補導、職業訓練、授産等を掌るとしたの

であった。しかし、当時の実態として職業訓練は明確で

はなく、そのため、翌年 11 月 5 日の「厚生省分課規程

中改正」では、補導課の「職業訓練」は削除された。

「命令語」としての「職業訓練」は実態としての職業

訓練が不明確な公用語であったと言える。

４．「ＧＨＱ語」の使用と理念

４－ 1 "Vocational Training"と"Apprenticeship"の概

念

ＧＨＱの最大の課題は日本の民主化であった。このこ

とは労働行政にも求められた。ＧＨＱが最初に職業訓練

に関して勧告したのは、1946 年 7 月 29 日の「労働諮問

委員会最終報告書」である。この「占領下日本の雇用政

策に関する勧告」の章で、簡単に「仕事の中で安住でき

るように、相 談や訓 練や就 職のサービスをする
カウンセリング トレーニング プレイスメント

ものでなければならない。」と勧告した（竹前栄治：

p.420）。ここでの訓練は日本の公共職業補導であること

が分かる。

同時に「労働保護法」の章の「児童労働および徒弟制

度」の節で「親方＝徒弟関係はしばしば児童労働の搾取

へと発展していった。…したがって…徒弟の適切な訓練

を保証する計画に着手すること、および徒弟に規定され

た最短期内に技能を授けることを保証するのに必要な措

置をとる」こと等を勧告した（竹前栄治：p.459-460）。

このように、他方では徒弟制のことを批判したが、戦

前の企業内訓練は「工場事業場技能者養成令」で展開さ

れていたし、次に紹介するように、"Apprenticeship"を労

働保護法の技能者養成としたことから見ると批判のよう

な実態は零細的家内工業の場合であり、やや的外れな批

判と言えた。つまり、「労働諮問委員会最終報告書」の

批判は「工場法施行令」の規定によらない恣意的徒弟制

の「1930年代の実態」への批判だったからである。

４－ 2．"Vocational Training"と"Education"の関係

わが国では教育への信奉が強いため、無視されがちな

"Vocational Training"の概念に関連して、"Education"の概

念をＧＨＱはどのように勧告したのか、と言う点が課題

となる。この"Education"と"vocational training"との関係

については「教育基本法」の検討に関してＧＨＱの大学

担当官フイリップ・ウェンデル・シェイの「教育の目的」

に関する提言に注目すべきであろう。

シェイは「教育基本法」の「第 1条改定案」のＡ案と

して「教育は、人間を特別な天職（ calling）の訓練

(exercise)に適合させながら、その天職の枠内で優れた
〔申し分のない、よく適合した、あるいは良い〕個人的、

社会的生活を達成させ易くする精神、意思、感情につい

て修養を分かち与えることを目的とする。」と提言した

（鈴木・平原：p.471）のである。

シェイの観念に近い認識として、ＧＨＱが労働問題で

"Education"を明記したのは 1949 年 4 月頃に公開された

"Labor Division Manual"「労働課便覧」がある。便覧で

は、"vocational training"の定義については明確に定めて

いないが、「成人を訓練するための職業訓練プログラム

の開発」の節の「背景」で、「職業訓練プログラムを開

始するもう一つの同じく重要な理由は、働く権利、能力

に応じた教育を受ける権利、職業を選択する権利など、

憲法に定められた民主的概念の一部に命を吹き込むこと

であった。」としていた（谷口：p.27）10）。このように、
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職業訓練を憲法が国民の権利として規定する労働、職業

選択と"Education"の重要な要目として位置づけていたの

である。

ちなみに、この段階では「職業安定法」は既に制定さ

れ、公共職業補導の運営も整備が進んでおり、実態とし

てはＧＨＱの指針は達成されていた。職業安定行政につ

いてはＧＨＱとの折衝は問題なく進んでいた。

ちなみに、1950 年 6 月にＧＨＱの労働課長ロバート

はＩＬＯ第 33 回総会で「日本における労働情勢に関す

る報告」を発表した（竹前他：p.514）が、同報告にお

ける「職業訓練」は公共職業補導制度についてであり、

その「公共職業補導所」とは、原文では"public vocational

training centers"であった（Robert：p.12）。このように、

ＧＨＱ側が職業補導を"vocational training"と理解してい

たのは当然ながら「労働課便覧」と同じであった。

なお、同便覧では"Voational Training"の解説とは別項

の「労働基準」において"Apprenticeship"については簡単

にその規程を整備し、基準を制定すべきとしていた。Ｇ

ＨＱは初期には徒弟制度は職業訓練では無いとの理解だ

ったことが分かる 11）。

上のように、ＧＨＱ職員が使用する "Vocational

Training"を日本政府は「職業訓練」と理解して政府内の

用語に使用したと推測することはＩＬＯ勧告の存在から

も難くない。

５．「行政語」の形成と変容

まず、「行政語」は日本政府内で用いられた「職業訓

練」の用語であるが、本論では「行政語」とは「職業訓

練法」を公布した労働省関係省庁に限定する 12）。

それは職業補導課が昭和 26年 8月に『職業安定広報』

に「公共職業補導所におけるこれからの職業訓練」の発

表が皮切りだった。これは、既に述べたようにＧＨＱが

職業補導のことを"vocational training"として指導してい

たことを、時代状況が重工業に切り替わったことと関連

して宣明したと思われる。

このような行政の運営を経済成長に合わせるため、10

月には『広報』に「職業補導の根本方針」を発表した。

その方針はさらに発展し、昭和 28 年の 7 月に職業安定

局は同上誌に「職業訓練の現況と展望と課題」を発表し、

「職業訓練の概況」として「企業外訓練」と「企業内訓

練」に分け、前者を「職業教育（文部省）」と「職業補

導（職業安定局）」とに分類して解説し、ここに「行政

語」が形成されたと言える。

さらに 10 月に『広報』は「職業訓練の現況と展望と

問題点」とした臨時増刊号を発刊した。「第四章 職業

訓練の体系」では上の構想をさらに明確に「学校におけ

る職業教育」を含めて図１のように整理した。職業訓練

の学校制度との関連は、ＩＬＯの定義のように、学校に

おける様々な学習活動を職業訓練の一部としている。た

だ、ＧＨＱ語には無い学校等を対象に包含していたが、

徒弟制度は除外していた特徴がある。

以上は主として公共職業補導の発展としての職業訓練

であるが、このような流れが進み、技能者養成を所管し

ていた労働基準局もこの動向を止めることはできなかっ

た。遅ればせながら技能者養成のサイドも行政語として

の「職業訓練」を以下のように用いるようになる。

ところで、（労働省）総務課はＧＨＱに応えるべく制

定した「技能者養成規程」を"Apprenticeship Ordinance"

と訳していた。労働省の報告を受け、ＧＨＱも「労働課

便覧」で、"Apprenticeship"等の条例が制定された、とし

ていた(p.141)。このことを「労働基準法」審議の委員

長だった末弘厳太郎は理解していたのであろう、同規程

を「新徒弟制度と呼ばれるべき」と解説した（p.249）。

このように、「技能者養成規程」について関係者は 1935

年に制定されたアメリカの"Apprenticeship"と同類（平沼）

と考えたのだろうが、この段階では、技能者養成が「職

業訓練」との表現はしていなかった。

なお、外務省は昭和 28年 3月 28日の次官会議でＩＬ

Ｏによる公務員の職業訓練講習会に関する説明を行っ

た。ただ、同“講習会”についてのＩＬＯのパンフレッ

トのタイトルは"REPORT ON THE ASIAN WORKING PARTY

ON APPRENTICESHIP European Study Tour, 1952"であった。

先に、『ILO』誌がヨーロッパの見習い工教育等を「職

業補導」と紹介したこととは異なり、ここでは「徒弟制」

を「職業訓練」と紹介して、その後の「職業訓練」用語

をわが国の広い観念となる定義を先導したと言える。
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また、経済団体は 1951 年以降には「労働基準法」の

改正を要望するが、関連して日本商工会議所は 1955年 9

月に「労働基準法改正に関する意見」を国会・政府・政

党等に「別途単独法を制定して、その積極的な助長を図

ること」を要望した（昭和 30 年度版：p.99）。さらに、

日本経営者団体連盟は 1956年 11月に「新時代の要請に

対応する技術教育に関する意見」で「単行法の制定され

ることが急務」と要請した（『事業報告』）。

労働省は「生産性向上と職業訓練」を『労働時報』（1955

年 5月）に、また同題の同一文章を『官報』（5月 2日）

に相次いで掲載し、職業訓練を政府の産業政策として位

置づけたことを宣明した。

このような動きにより「職業訓練」の言葉が次第に広

まると、当初は技能者養成の単独法の制定を目指してい

た労働基準局でも、（昭和 31年 10月）『労働時報』に「技

能者養成の展望」を発表、先の外務省の訳を受けて「職

業訓練における技能者養成の立場｣として論述した。

「職業訓練」は政府の課題となり、昭和 32 年 1 月に

労働大臣官房に職業訓練審議室を設置し、「職業訓練法」

制定の準備が開始された。審議室は「職業訓練の現状と

問題点」を『労働時報』に発表（同年 10 月 1 日）し、

ここで技能者養成、職業補導、監督者訓練の「諸制度を

打って一丸とする総合的な職業訓練制度の必要が痛感さ

れる」とした。

そして、8 月に閣議決定により「臨

時職業訓練制度審議会」が設置された。

同審議会は 12月 6日に労働大臣宛「職

業訓練制度の確立について」答申し、

「職業訓練法」制定が必要とした。答

申では「職業訓練」の目的として「労

働者に対し、その職業に必要な技能と

これに関連する知識を系統的に教習」

するとした（渋谷：p.118）。

答申に先立ち 12 月 4 日、技能者養

成審議会も「職業訓練制度について」

を議論していた（労働基準局：昭和 32

年版、15）。「職業訓練」の用語の普及が更に進んだので

あった。

６．「法令語」の成立と課題

「法令語」とは 1958 年制定の「職業訓練法」の「職

業訓練」とする 13）。

ところで、｢職業訓練法」成立の立役者であった渋谷

直蔵は「関係各省間との事務の調整はなかなかの難事で

あって、時には法案の作成すら絶望かと思われるような

事態にも際会した。」と述懐している(p.6)が、その背景

を考察しよう。

その一つは、昭和 32年 11月に科学技術庁が「職業訓

練要綱案に対する意見」を提出し、理由は記していない

が技能検定に反対を表明していた 14）ことがある。この

ことは、「職業訓練法」が一つの大きな柱として技能検

定を位置づけていたこともあり、「職業訓練法」のあり

方に課題を残していた。

より大きな理由は、参議院における「職業訓練法」の

付帯決議の「学校教育との重複を避けるとともに、密接

な関連のもとに行う」べきとする要望であった。この意

見は当然ながら法案の準備段階から誰もが気づく論点で

あり、特に「重複を避ける」課題を超えて「職業訓練法」

を立案することは極めて困難な課題であった 15）。

「学校教育との連携と重複の解消」の苦肉の策が、過

去を断ち切った法文に表れている。それは法の第 2条に

「『職業訓練』とは、労働者に対して職業に必要な技能

を習得させ、又は向上させるために行う訓練をいう。」

と規定したことである｡つまり、「職業安定法」にも「技

能者養成規程」にも、さらに臨時職業訓練審議会の答申

にも有った「知識」を忌避して、技能に限定した「職業

訓練法」を制定したからである。その解説に呈示した渋

谷の苦渋の職業訓練の体系図が図２である。

先ず、学歴別に職業訓練の段階を設定すること、公共

職業訓練は中学卒者としていることはナンセンスであっ

た。図の問題の背景は、公共職業補導の主要な受講者は

法制定時は失業者でなく中学校卒業者となっていたこと

により、対象者が類似した高校との差別化のためと推測

される。その結果、「『学理』面を可能なかぎり極力排

除していこうとしたため、問題はひどく矮小化されてし

ま」（木村：p.12）った。

「職業訓練法」の目的規定のように、経済成長を背景
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とした重工業重視策としての「職業訓練法」が「知識」

を忌避するという時代に反する、極めて狭い概念とした

“苦渋の創作”だった、と言えよう。ところで、渋谷は、

"Vocation"は「天職・天禀」の意があると述べ(p.20)て

いたが、"Vocational Training"を「天職訓練」としていた

らそれは正に「類まれな傑作」になったであろう。

「職業訓練法」は、渋谷が述べる(p.22-24)ように技

能者不足に対処すること、技術革新に対応する技能水準

の向上、中小企業対策としての技能訓練の強化という三

つの課題をもって検討・制定された。渋谷によると「職

業訓練法」はヨーロッパ諸国の徒弟制を意識していたが

法令文からは削除され、ヨーロッパ諸国とは異なった制

度体系になった。ただ、渋谷は「職業訓練法」の「事業

内訓練の基準」に関し、訓練基準が徒弟制度に関する国

際的な概念に沿っていると解説していた（p.205）。

なお、1958 年の「職業訓練法」が廃止され、1969 年

に制定された(新)「職業訓練法」では「この法律は、…

技能労働者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させ

るために職業訓練及び、技能検定を行う」となり、「新

法令」語となった。このように、概念は大幅に拡大して

現行の「職業能力開発促進法」に引き継がれている 16）。

７．「一般語」の普及と多様化

「一般語」とは、社会で使用されるようになった「職

業訓練」である。これは、主として辞書に掲載されるこ

とによって認知されたことになる。

例えば、『広辞苑』の初版では「職業」の項に「職業

輔導」が、第 2版には「職業補導」がある（傍点引用者）
． ．

が、前者は 1938 年以前の用語であり、後者は「職業訓

練法」の制定で使用されなくなった用語である。また、

第 2 版にも「職業訓練」は無い。このことは、「職業訓

練法」が制定されたことにより職業補導は職業訓練と名

称を変更しても、初期の名称が社会に定着している状況

を表していたと言える。

『広辞苑』が「職業訓練」を項目に掲げたのは第 4版

であり 17）、「技能労働者の職業に必要な能力の開発・向

上を目的とする訓練・再訓練。」と定義している。この

定義は新「職業訓練法」の定義に似ている。このように、

辞書に掲げられるのは社会で「職業訓練」が一般化して

からのようである。一般語としての「職業訓練」の概念

は「はじめに」に紹介した『大辞典』や『新明解国語辞

典』のように辞書により法令よりもより幅広く定義して

いるものもあり 18）多様である。

そのような中で、労働行政では「職業訓練法」制定以

降、「教育」の使用は行政としてタブーとなっていたが、

職業訓練と教育とは良かれ悪しかれ常にその関係が生じ

る。「職業訓練」の使用が一般化すると、「訓練」と「教

育」を合体した「教育訓練」が生れる。そして、両者を

区分する「教育・訓練」も生まれた。「職業訓練」の普

及は「教育」の観念にも波紋を起こしたと言える。

括 「職業訓練」の現状と課題

以上のような経過から明らかなように、「職業訓練」

の用語は大まかにＩＬＯ語→ＧＨＱ語→行政語→法令語

→一般語と派生してきたと言える。当然ながら、時期的

な順序性も単純ではない。さらに、それぞれの用語の目

的と概念は異なり、また、同一の用語でも概念が変化し

ている。このように、「職業訓練」の用語は時々に多様

な概念で論じられて来た。森重雄の概念派生図を参考に、

以上を図示すると図３のようになる。図は大まかに左よ

り右へ時代が進んでいることを示しているが、右側の途

切れはその後に通じているという意味を表している。

先ず、「ＩＬＯ語」はＩＬＯが 1938 年に"Vocational

Training"として徒弟制と学校を含んだ幅広い概念で定義

した。基本的にこの観念は大きな変化は無い。

その後、「命令語」が実態と関連無いまま戦時下と戦

後の一時期、幾つかの命令に使用された。

次に「ＧＨＱ語」は"Vocational Training"として日本側

の公共職業補導を認定した。つまり、初期には徒弟制は

別途に記していたように、日本側も戦後初期には基本的

にＧＨＱの"Vocational Training"を「職業訓練」と理解し

たと推測される。日米とも"Apprenticeship"は"Vocational

Training"に含まれないと当初は理解した。

「行政語」は当時の行政の運営において用いられてい

た用語であるが、当初は公共職業補導をＧＨＱが

"vocational training"としたことからこれを「職業訓練」

とした。また、ＴＷＩ(監督者訓練)は職業補導の一貫と

して昭和 24年 5月 20日の「職業安定法」の改正による

「補導員」の設置により始まった。そのため、「行政語」

にはＴＷＩを含んでいた。

企業内技能者養成をＧＨＱは当初"Apprenticeship"とし

ていたが、政府内で「職業訓練」の用語が普及すると、
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公共職業補導に次いで包容した。さらに、日本語の「徒

弟制」を除くすべての教育訓練を「職業訓練」とする整

理を行った（田中：2019b）。つまり、「徒弟制」と「技

能者養成」は日本の法令では区別されていたが、観念に

は同様な制度と理解されていたと言えるので、両者を点

線で一体化させた。

そして、「法令語」は職業補導、技能者養成、及び臨

時職業訓練審議会の答申にあった「知識」を除き、極め

て狭く定義した。つまり、1958 年の「職業訓練法」で

は、それまでの「職業訓練」の概念の中では最も狭く定

義づけた。

佐々木享が「官庁が創りだした用語」としたのは、上

の経過では「法令語」を意味していた。

なお、1969 年の新「職業訓練法」によって全く概念

は変更され「新法令」語として今日に至っている。

やがて「職業訓練法」の制定から遅れて、社会でも「職

業訓練」の用語の普及が始まったが、これを「一般語」

とした。「一般語」の概念は辞書により多様性がある。

つまりまた、人の発達支援に関する営みを細谷が指摘し

たように現実に基づいて整理・理解しなければならない

ことが求められていると言えよう 19）。

今日では、「法令語」と「ＩＬＯ語」、及び「一般語」

が併存している。勿論今日では、三者とも成立時とは変

化している。このことは、三好信浩が、「教育」の定義

が定まっていない下では論述に先立ちその定義を述べね

ばならないと指摘している（p.4）ように、「職業訓練」

の場合もいかなる概念を用いて論ずるかを明示しなけれ

ばならないことを意味している。

今後の国際化の時代、ＩＬＯの「職業訓練」やユネス

コの技術教育の定義のような国際的観念の理解が課題と

なる。特に、海外諸国の"Voational Training"を論じると

き、日本の「職業訓練」の概念との差異を吟味すべきと

言える。

注

１）"Education"の成立と「教育」の普及については森重

雄を参照。その後の"Education"と「教育」の非同義

については田中(2020)を参照。

２）逆瀬川は、職業訓練の法的運営の変遷から課題を追

究しているが、「職業訓練」の定義の考察はない。

法制的な分析は田中萬年(2019b)を参照。

３）「徒弟」とは"apprentice"も同様に生徒の意味であり、

わが国では僧侶の弟子の意として使用された。

ちなみに、『言海』の「職人商人ノ弟子ノ称、幼

少ヨリ、年季ヲ定メテ、且養ヒ、且教ヘ、且使役ス

ルモノ。」は「丁稚」である。詳しくは田中（2019a）

を参照。

４)石塚史樹が「キャリア教育」、「職業教育」の「前提

条件となるのは根本的な教育理念である」と纏めて

いたように、職業の教育訓練問題は第一義的には「教

育」概念に課題があると言える。

なお、戦後当初の企業内技能者養成と学校制度と

の連携は、教育刷新委員会第 13 回建議が技能者養

成等に大学に進学する単位制クレジットを出すべき

と建議したが、文部省は無視し成立しなかった。佐

々木輝雄（1987）参照。

また、公共職業補導と学校制度との連携について

は「職業安定法」において各種学校を職業補導所と

して指定することが規定され、学校の規定では各種

学校として職業補導所を認定するとしていたが、学

校教育法の改正により廃止された。佐々木輝雄・田

中萬年編、<上><中>参照。

５）例えば、（東京都）総務局は「八王子市に職業訓練

所を設置することについて…中学校長会、Ｐ.Ｔ.Ａ.

連合会長等から、再三にわたり陳情、請願がなされ

てきた」としていた。

６）同法は第１条で、「職業訓練及び職業能力検定の内

容の充実強化及びその実施」等を目的としている。

７）ちなみに、「教育する」には自動詞は無く、"own

education"を「自己教育」と訳すのは不適切であり、

企業等で使用されている「自己啓発」の意味が近い

と言えよう。田中萬年(2023)参照。

８）なお、"vocational education"は記されていない。

９）ちなみに、当時わが国はＩＬＯを脱退していた。

なお、労働省編『ＩＬＯ条約・勧告集』では現代

語訳となっている。

10）なお、竹前栄治は谷口が訳した部分を、職業訓練の

目的は「教育の機会均等＝『教育の民主化』原理の

労働の分野における発現であり、憲法で保障された

職業選択自由の権利実現の場とすることにある」

(p.315)と日本的な教育観で意訳・紹介している。

11）監督者訓練について『労働課便覧』は、「より効果

的な人員活用の奨励」の節で、「産業内訓練」(ＴＷ

Ｉ)プログラムに関する情報を提供することが計画

されている、としていた（谷口：p.28）。

12）行政語の嚆矢は、昭和 17年 8月 15日に厚生省が決

定した「戦時国民動員態勢ノ整備強化」に記した「職

業訓練及職業指導ノ強化徹底」である。上の業務の

内実は 1942 年 1 月に開所された「国民勤労訓練所

…ノ拡充」等と推測される（労働省、1961：pp.1016）。



- 9 -

13）法令は『官報』による。以下同じ。

ただ、法令語として最初に使用されたのは、昭和

32 年 5 月 20 日制定の「労働福祉事業団法」で、県

から引き継いだ総合職業補導所を「職業訓練施設」

としていた。

なお、労働省以外の官庁では昭和 31年 3月 17日

の「受刑者職業訓練規則」（法務大臣訓令：矯正甲

第 268号）が最初の使用だと思われる。

14）なお、技能検定の制度化には労働組合からも反対意

見が出ていた（山見）。

15）付帯決議が提案された参議院社会労働委員会(昭和

33 年 4 月 21 日)で澁谷は「重複排除の問題…に当

りまして…文部省としばしば話し合ったのでござい

ますが、各種学校につきましてはそういう問題は起

きない」と答弁していた(国会会議録)が、根本的問

題は看過された。

16）厚生労働省職業能力開発局は「職業訓練とは、労働

者に対し、職業に必要な技能及びこれに関する知識

を習得させることによって、労働者としての能力を

開発し、向上させるために行う訓練」（p.108）とし

ている。

ちなみに、『近代日本総合年表』は、「職業訓練

法」の成立を 1969(昭和 44)年の新「職業訓練法」

のこととしている。

17）なお、『広辞苑』の第 3 版には「職業訓練大学校」

は有ったが「職業訓練」は無かった。

18）その他、「学術語」がある。その一例として、岡本

秀昭は「社会学的には、個人が、職業人としての役

割を修得するために、社会化(socialization)の制度的

過程、と定義づけられる。」（p.3）としている。

19）この課題の検討には木村力雄が提起する近代学校制

度が孕む問題の観点と、三好信浩が提起している新

たな「教育観」を参考にすべきと考える。
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